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川崎市火災予防事務処理規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市火災予防事務処理規程 ○川崎市火災予防事務処理規程 

平成11年６月30日消防局訓令第24号 平成11年６月30日消防局訓令第24号

第７節 火を使用する設備等の設置届等 第７節 火を使用する設備等の設置届等 

（火を使用する設備等の設置届） （火を使用する設備等の設置届） 

第28条 消防署長は、予防規則第18条第１号の規定による火を使用する設備

等の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出

に係る防火対象物の検査をしなければならない。 

第28条 消防署長は、予防規則第18条第１号の規定による火を使用する設備

等の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出

に係る防火対象物の検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果は、火を使用する設備等検査報告書（第20号

様式から第20号様式の12まで）により行うものとする。 

２ 前項の規定による検査結果は、火を使用する設備等検査報告書（第20号

様式から第20号様式の10まで）により行うものとする。 

（サウナ設備設置届） （サウナ設備設置届） 

＜削除＞ 第29条 消防署長は、予防規則第18条第２号の規定によるサウナ設備設置届

を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火

対象物の検査をしなければならない。 

 ２ 前項の規定による検査結果の報告は、サウナ設備検査報告書（第22号様

式）により行うものとする。 

（電気設備設置届） （電気設備設置届） 

第29条 消防署長は、予防規則第18条第２号の規定による電気設備設置届を

受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対

象物の検査をしなければならない。 

第30条 消防署長は、予防規則第18条第３号の規定による電気設備設置届を

受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対

象物の検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、電気設備検査報告書（第24号様式

から第24号様式の５まで）により行うものとする。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、電気設備検査報告書（第24号様式

から第24号様式の５まで）により行うものとする。 

（ネオン管灯設備設置届） （ネオン管灯設備設置届） 

第30条 消防署長は、予防規則第18条第３号の規定によるネオン管灯設備設

置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る

防火対象物の検査をしなければならない。 

第31条 消防署長は、予防規則第18条第４号の規定によるネオン管灯設備設

置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る

防火対象物の検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、ネオン管灯設備検査報告書（第26２ 前項の規定による検査結果の報告は、ネオン管灯設備検査報告書（第26
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号様式）により行うものとする。 号様式）により行うものとする。 

（水素ガスを充填する気球の設置届） （水素ガスを充填する気球の設置届） 

第31条 消防署長は、予防規則第18条第４号の規定による水素ガスを充填す

る気球の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該

届出に係る気球及び掲揚場所の検査をしなければならない。 

第32条 消防署長は、予防規則第18条第５号の規定による水素ガスを充填す

る気球の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該

届出に係る気球及び掲揚場所の検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、水素ガスを充填する気球検査報告

書（第28号様式）により行うものとする。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、水素ガスを充填する気球検査報告

書（第28号様式）により行うものとする。 

第８節 火気規制等 第８節 火気規制等 

（喫煙等承認申請書） （喫煙等承認申請書） 

第32条 消防署長は、予防規則第７条の規定による喫煙、裸火使用又は危険

物品持込み承認申請書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、

当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。 

第33条 消防署長は、予防規則第７条の規定による喫煙、裸火使用又は危険

物品持込み承認申請書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、

当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、喫煙・裸火使用・危険物品持込み

検査報告書（第30号様式）により行うものとする。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、喫煙・裸火使用・危険物品持込み

検査報告書（第30号様式）により行うものとする。 

（喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準） （喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準） 

第33条 喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準については、

別に定める。 

第34条 喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準については、

別に定める。 

（改装工事等届） （改装工事等届） 

第34条 消防署長は、予防規則第16条の規定による改装工事等届を受理した

ときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検

査をしなければならない。 

第35条 消防署長は、予防規則第16条の規定による改装工事等届を受理した

ときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検

査をしなければならない。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、改装工事等検査報告書（第32号様

式）により行うものとする。 

２ 前項の規定による検査結果の報告は、改装工事等検査報告書（第32号様

式）により行うものとする。 

３ 消防署長は、第１項の規定による届を受理した場合は、関係者に当該工

事に係る防火管理計画を策定させ、火災予防の万全を期すよう指導しなけ

ればならない。 

３ 消防署長は、第１項の規定による届を受理した場合は、関係者に当該工

事に係る防火管理計画を策定させ、火災予防の万全を期すよう指導しなけ

ればならない。 

（火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届） （火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届） 

第35条 消防署長は、予防規則第19条第１項ただし書及び同項第１号の規定第36条 消防署長は、予防規則第19条第１項ただし書及び同項第１号の規定
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による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届を受理し

たときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があると認め

る場合は、現場を調査し、法、条例その他の関係法令に適合するよう指導

しなければならない。 

による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届を受理し

たときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があると認め

る場合は、現場を調査し、法、条例その他の関係法令に適合するよう指導

しなければならない。 

（煙火の打上げ又は仕掛け届） （煙火の打上げ又は仕掛け届） 

第36条 消防署長は、予防規則第19条第２号の規定による煙火の打上げ又は

仕掛け届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上

必要があると認める場合は、現場を調査して当該行為が法、条例その他の

関係法令に適合するように指導しなければならない。 

第37条 消防署長は、予防規則第19条第２号の規定による煙火の打上げ又は

仕掛け届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上

必要があると認める場合は、現場を調査して当該行為が法、条例その他の

関係法令に適合するように指導しなければならない。 

（水道の断水及び減水届） （水道の断水及び減水届） 

第37条 消防署長は、予防規則第19条第４号の規定による水道の断水及び減

水届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上必要

があると認める場合は、現場を調査しなければならない。 

第38条 消防署長は、予防規則第19条第４号の規定による水道の断水及び減

水届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上必要

があると認める場合は、現場を調査しなければならない。 

（道路工事及び露店開設等届） （道路工事及び露店開設等届） 

第38条 消防署長は、予防規則第19条第５号の規定による道路工事及び露店

開設等届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上

必要があると認める場合は、現場を調査しなければならない。 

第39条 消防署長は、予防規則第19条第５号の規定による道路工事及び露店

開設等届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上

必要があると認める場合は、現場を調査しなければならない。 

（露店等開設届） （露店等開設届） 

第39条   消防署長は、予防規則第19条第６号の規定による露店等開設届

を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があ

ると認める場合は、現場を調査し、法、条例その他の関係法令に適合する

よう指導しなければならない。 

第39条の２ 消防署長は、予防規則第19条第６号の規定による露店等開設届

を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があ

ると認める場合は、現場を調査し、法、条例その他の関係法令に適合する

よう指導しなければならない。 

第９節 指定催しに係る防火管理等 第９節 指定催しに係る防火管理等 

（火災予防上必要な業務に関する計画提出書） （火災予防上必要な業務に関する計画提出書） 

第39条の２ 消防署長は、予防規則第13条の５の規定による火災予防上必要

な業務に関する計画提出書（以下「計画提出書」という。）を受理したと

きは、審査及び現場の調査を実施し、法、条例その他の関係法令に適合す

るよう指導しなければならない。 

第39条の３ 消防署長は、予防規則第13条の５の規定による火災予防上必要

な業務に関する計画提出書（以下「計画提出書」という。）を受理したと

きは、審査及び現場の調査を実施し、法、条例その他の関係法令に適合す

るよう指導しなければならない。 
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また、計画提出書の届出が必要なときは、前条の露店等開設届について

も届出の指導をしなければならない。 

また、計画提出書の届出が必要なときは、前条の露店等開設届について

も届出の指導をしなければならない。 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 届出書等の区分 押印の区分   届出書等の区分 押印の区分  

 防火防災管理者選任（解任）届出書 

届出済 

  防火防災管理者選任（解任）届出書 

届出済 

 

 統括防火防災管理者選任（解任）届出書   統括防火防災管理者選任（解任）届出書  

 消防計画作成（変更）届出書   消防計画作成（変更）届出書  

 全体についての消防計画作成（変更）届出書   全体についての消防計画作成（変更）届出書  

 自衛消防組織設置（変更）届出書   自衛消防組織設置（変更）届出書  

 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報

告書 

  
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 

 

 防火対象物点検結果報告書   防火対象物点検結果報告書  

 防災管理点検結果報告書   防災管理点検結果報告書  

 管理権原者変更届出書   管理権原者変更届出書  

 火災予防上必要な業務に関する計画提出書   火災予防上必要な業務に関する計画提出書  

 指定洞道等（新規・変更）届   指定洞道等（新規・変更）届  

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれの

ある行為届 

  火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある

行為届 

 

 煙火の打上げ又は仕掛け届   煙火の打上げ又は仕掛け届  

 催物開催届   催物開催届  

 水道の断水及び減水届   水道の断水及び減水届  

 道路工事及び露店開設等届   道路工事及び露店開設等届  

 露店等開設届   露店等開設届  

 工事整備対象設備等着工届出書   工事整備対象設備等着工届出書  

 消防用設備等（特殊消防用設備等）工事計画届   消防用設備等（特殊消防用設備等）工事計画届  

 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書 
検査済 

  消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書 
検査済 

 

 防火対象物点検報告特例認定申請書   防火対象物点検報告特例認定申請書  
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 防災管理点検報告特例認定申請書   防災管理点検報告特例認定申請書  

 防火対象物使用開始届   防火対象物使用開始届  

 改装工事等届   改装工事等届  

 火を使用する設備等の設置届   火を使用する設備等の設置届  

            サウナ設備設置届  

 電気設備設置届   電気設備設置届  

 ネオン管灯設備設置届   ネオン管灯設備設置届  

 水素ガスを充填する気球の設置届   水素ガスを充填する気球の設置届  

 喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請書 
承認済 

  喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請書 
承認済 

 

 消防用設備等特例適用申請書   消防用設備等特例適用申請書  

 

様式目次 

様式目次 

 様式 帳票名 関係条文   様式 帳票名 関係条文  

 
第20号様式の11 

火を使用する設備等（簡易

サウナ設備）検査報告書 
第28条第２項 

  
＜新設＞   

 

 
第20号様式の12 

火を使用する設備等（一般

サウナ設備）検査報告書 
第28条第２項 

  
＜新設＞   

 

 第22号様式 削除    第22号様式 サウナ設備検査報告書 第29条第２項  

 
第24号様式 

電気（変電）設備検査報告

書 
第29条第２項 

  
第24号様式 

電気（変電）設備検査報告

書 
第30条第２項 

 

 
第24号様式の２ 

電気（発電）設備検査報告

書 
第29条第２項 

  
第24号様式の２ 

電気（発電）設備検査報告

書 
第30条第２項 

 

 
第24号様式の３ 

電気（蓄電池）設備検査報

告書 
第29条第２項 

  
第24号様式の３ 

電気（蓄電池）設備検査報

告書 
第30条第２項 

 

 
第24号様式の４ 

電気（燃料電池発電）設備

検査報告書 
第29条第２項 

  
第24号様式の４ 

電気（燃料電池発電）設備

検査報告書 
第30条第２項 

 

 
第24号様式の５ 

電気（急速充電）設備検査

報告書 
第29条第２項 

  
第24号様式の５ 

電気（急速充電）設備検査

報告書 
第30条第２項 

 



6/19 

改正後 改正前 

 第26号様式 ネオン管灯設備検査報告書 第30条第２項   第26号様式 ネオン管灯設備検査報告書 第31条第２項  

 
第28号様式 

水素ガスを充填する気球検

査報告書 
第31条第２項 

  
第28号様式 

水素ガスを充填する気球検

査報告書 
第32条第２項 

 

 
第30号様式 

喫煙・裸火使用・危険物品

持込み検査報告書 
第32条第２項 

  
第30号様式 

喫煙・裸火使用・危険物品

持込み検査報告書 
第33条第２項 

 

 第32号様式 改装工事等検査報告書 第34条第２項   第32号様式 改装工事等検査報告書 第35条第２項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/19 

改正後 改正前 

第20号様式の11（第29条第２項関係） ＜新設＞ 

 
 

 



8/19 

改正後 改正前 

第20号様式の12（第29条第２項関係） ＜新設＞ 

 
 
 

 



9/19 

改正後 改正前 

第22号様式 

 削除 

第22号様式（第29条第２項関係） 

 

 
  



10/19 

改正後 改正前 

第24号様式（第29条第２項関係） 第24号様式（第30条第２項関係） 

  

  



11/19 

改正後 改正前 

第24号様式の２（第29条第２項関係） 第24号様式の２（第30条第２項関係） 

  



12/19 

改正後 改正前 

第24号様式の３（第29条第２項関係） 第24号様式の３（第30条第２項関係） 

  



13/19 

改正後 改正前 

第24号様式の４（第29条第２項関係） 第24号様式の４（第30条第２項関係） 

  



14/19 

改正後 改正前 

第24号様式の５（第29条第２項関係） 第24号様式の５（第30条第２項関係） 

  



15/19 

改正後 改正前 

第26号様式（第30条第２項関係） 第26号様式（第31条第２項関係） 

  



16/19 

改正後 改正前 

第28号様式（第31条第２項関係） 第28号様式（第32条第２項関係） 

  



17/19 

改正後 改正前 

第30号様式（第32条第２項関係） 第30号様式（第33条第２項関係） 

  



18/19 

改正後 改正前 

第32号様式（第34条第２項関係） 第32号様式（第35条第２項関係） 

  



19/19 

改正後 改正前 

第40号様式（第46条第５号関係） 第40号様式（第46条第５号関係） 

 
 

 


